
　　　　　　　 　　　 

令 和 ８ 年 度

監 査 計 画

  

 

所 沢 市 監 査 委 員



令和８年２月１３日

監 査 委 員 決 定

監査方針

 

 基本方針（所沢市監査基準第１条抜粋）

監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、市の

事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的か

つ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。

また、監査委員は、監査基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意

を払ってその職務を遂行する。

監査に当たっては、本市の行財政運営の健全性と透明性の確保に寄与する

ことを目的に、合規性、正確性に加え、経済性、効率性及び有効性の視点も

踏まえた監査を実施するとともに、監査対象に係るリスクを考慮した監査を

実施することで、市政への信頼確保に資するよう努めるものとする。

また、監査の実効性を確保するため、監査対象部署に対し、指摘事項等に

対する速やかな是正・改善を求め、監査対象部局外においても同様の指摘等

が生じないような事務改善につなげるため、監査結果の共有化を図るものと

する。

なお、監査の種類及び内容等は、令和８年度監査実施計画のとおりとす

る。

1



１　定期・行政監査（地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項)

（１）目的

財務に関する事務の執行及びその他の事務の執行並びに経営に係る事業の管理が法

令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営

の合理化に努めているか監査する。

 (２) 対象

① 対象部署

秘書室、危機管理室、経営企画部、総務部、財務部、環境クリーン部、街づくり計

画部、教育総務部、学校教育部、出納室、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業

委員会事務局、監査事務局とする。

　なお、対象部署の所管する施設調査については、その都度決定する。

② 対象範囲

令和８年度中における財務に関する事務及びその他の事務事業の執行並びに経営に

係る事業の管理を対象とする。

 (３) 主な実施手続

実施に当たっては、対象部署の長に対し、期日、場所等をあらかじめ通知し、資料

の提出を求める。

原則として試査によるものとし、提出された資料と関係書類、文書管理システム及

び財務会計システム内のデータを照合し、疑問点等を対象部署に確認するとともに、

物品等調査、施設調査及び説明聴取を実施する。

（４）実施日

　別紙年間監査計画表のとおりとする。

（５）実施体制

　監査等の実施体制は、原則として班体制とする。

　なお、班の編成については、別に通知する。

２　学校監査（地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項)

（１）目的

　定期・行政監査の一環として実施する。

 (２) 対象

① 対象校

　小学校８校：中央、若松、柳瀬、富岡、西富、小手指、北中、三ケ島

　中学校３校：北野、上山口、三ケ島

② 対象範囲

令和７年度及び令和８年４月１日から調査日当日までの保護者負担軽減補助金及び

学校給食費補助金の財務に関する事務、その他の事務事業の執行並びに施設及び物品

等の管理状況を対象とする。

令 和 ８ 年 度 監 査 実 施 計 画
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 (３) 主な実施手続

実施に当たっては、教育委員会の長に対し、期日、場所等をあらかじめ通知し、資

料の提出を求める。

提出された事前調査表と書類・諸帳簿等を照合し、調査表をもとに対象校において

実査及び説明聴取を実施する。

（４）実施日

　別紙年間監査計画表のとおりとする。

（５）実施体制

　監査等の実施体制は、原則として班体制とする。

　なお、班の編成については、別に通知する。

３　工事監査（地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項）

（１）目的

　定期・行政監査の一環として実施する。

 (２) 対象

原則として5,000万円以上（建築工事・施設工事を合わせて）の工事の中から内容、

規模、進捗状況等を検討し、監査委員会議にて決定する。

 (３) 主な実施手続

実施に当たっては、対象部署及び関係部署に対し、期日、場所等をあらかじめ通知

し、資料の提出を求める。

提出された資料、設計・施工関係書類及び契約関係書類等の調査を行うとともに、

文書管理システム及び財務会計システム内のデータの閲覧を行い、対象部署及び関係

部署に対し、実査及び説明聴取を実施する。

　また、技術士による関係書類等の審査及び実査を併せて実施する。

（４）実施日

　監査委員会議にて選定後、決定する。

（５）実施体制

　監査等の実施体制は、別に通知する。

４　行政監査（テーマ監査）（地方自治法第１９９条第２項）

（１）目的

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、

その組織及び運営の合理化に努めているか監査する。

 (２) 対象

特定のテーマに関する事務事業の執行について、合理的かつ効率的に行われ、法令

等の定めにより適正に行われているかを観点に、特定のテーマを対象とする。

　なお、監査のテーマは、監査委員会議にて決定する。
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 (３) 主な実施手続

実施に当たっては、実施要領を作成した後、設定した監査のテーマに関する調査・

確認等を行うとともに、対象部署の説明聴取等を実施する。

（４）実施日

　監査委員会議にて選定後、決定する。

（５）実施体制

　監査等の実施体制は、別に通知する。

５  財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項）

（１）目的

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借

入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を

行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援

助等の目的に沿って行われているか監査する。

 (２) 対象

財政援助団体、出資団体、公の施設の指定管理者等のうちから、監査委員会議にて

決定する。

 (３) 主な実施手続

実施に当たっては、団体等及び対象部署に対し、期日、場所等をあらかじめ通知

し、資料の提出を求める。

提出された資料と関係書類、文書管理システム及び財務会計システム内のデータを

照合し、疑問点等を所管部署に確認するとともに、団体等及び所管部署に対し説明聴

取等を実施する。

（４）実施日

　監査委員会議にて選定後、決定する。

（５）実施体制

　監査等の実施体制は、別に通知する。

６  例月現金出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項）

（１）目的

　会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査する。

 (２) 対象

　検査実施月の前月分の現金の出納について、次に掲げるものを対象とする。

　① 一般会計、特別会計及び基金

　② 企業会計（水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計）
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 (３) 主な実施手続

実施に当たっては、対象部署に対し、期日、場所等をあらかじめ通知し、資料の提

出を求める。

提出された資料に基づき帳簿突合等をし、必要に応じ対象部署に確認を行うととも

に、説明聴取を実施する。

（４）実施日

　別紙年間監査計画表のとおりとする。

（５）実施体制

　検査等の実施体制は、別に通知する。

（１）目的

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査する。また、基金の運

用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われてい

るか審査する。

 (２) 対象

　市長から審査に付された次に掲げるもの及び証拠類等の書類を対象とする。

　① 一般会計決算、特別会計決算

　② 企業会計決算（水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計）

　③ 財産に関する調書

　④ 定額の資金を運用するための基金の運用状況

 (３) 主な実施手続

実施に当たっては、全部署に対し、期日、場所等をあらかじめ通知し、資料の提出

を求める。

審査に付された書類及び様式に定めた資料の計数確認や調査等をし、必要に応じ対

象部署に確認を行うとともに、財産の増減及び現在高を確認するため、一般会計等の

公有財産・物品調査及び企業会計の貯蔵品実査を行い、その後、全部署に対し説明聴

取を実施する。

（４）実施日

　別紙年間監査計画表のとおりとする。

（５）実施体制

　審査等の実施体制は、別に通知する。

　

７　決算審査及び基金運用状況審査 （地方自治法第２３３条第２項、地方公営企業法

第３０条第２項、地方自治法第２４１条第５項）
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（１）目的

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した

書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査する。

 (２) 対象

市長から提出を受けた決算に基づき算定された次に掲げる比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類を対象とする。

　① 健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負

　　 担比率）

　② 資金不足比率（水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計）

 (３) 主な実施手続

実施に当たっては、対象部署に対し、期日、場所等をあらかじめ通知し、資料を求

める。

提出された書類と決算関係書類等との照合を行い、必要に応じ対象部署に確認を行

うとともに、説明聴取を実施する。

（４）実施日

　別紙年間監査計画表のとおりとする。

（５）実施体制

　審査等の実施体制は、別に通知する。

　請求に基づき監査を行う。

請求、要求に基づき次の監査を行う。

（１）住民の直接請求に基づく監査（地方自治法第７５条第１項）

（２）議会の請求に基づく事務の監査（地方自治法第９８条第２項）

（３）市長の要求に基づく事務の監査（地方自治法第１９９条第６項）

８　健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の審査（地方公共団体の財政の健全化に
関する法律第３条第１項、第２２条第１項）

10  その他の監査

（４）市長又は企業管理者の要求に基づく指定された金融機関の公金の収納又は支払の事

　　　務の監査（地方自治法第２３５条の２第２項、地方公営企業法第２７条の２第１項)

（５）市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する事実の有無等の監査

　　（地方自治法第２４３条の２の８第３項、地方公営企業法第３４条）

９  住民監査請求に基づく監査（地方自治法第２４２条第１項）
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令 和 ８ 年 度

年 間 監 査 計 画 表
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令和８年度　

事前検査 4/27 (月) 5/28 (木) 6/30 (火) 7/30 (木) 8/27 (木) 10/2 (金) 10/29 (木) 11/27 (金) 12/25 (金) 1/28 (木) 2/15 (月) 3/29 (月)

説明聴取 4/28 (火) 5/29 (金) 7/1 (水) 7/31 (金) 8/31 (月) 10/5 (月) 10/30 (金) 11/30 (月) 12/28 (月) 1/29 (金) 2/17 (水) 3/30 (火)

4/6 (月) 5/28 (木)

一般会計

特別会計

及び

企業会計

物品等調査 10/13 (火) 10/21 (水) 11/19 (木) 1/18 (月) 2/2 (火)

施設調査 10/13 (火) 10/22 (木) 11/19 (木) 1/20 (水) 2/2 (火)

説明聴取 10/14 (水) 10/27 (火) 11/20 (金) 1/21 (木) 2/3 (水)

予備日 10/16 (金) 10/28 (水) 11/25 (水) 1/27 (水) 2/4 (木)

小学校　8校： 中央、若松、柳瀬、富岡、西富、小手指、北中、三ケ島 11/10 (火)

中学校　3校： 北野、上山口、三ケ島 11/13 (金)

予備日 11/16 (月)

4/23 (木)

7/2 (木)

【参考】

（全国）

定期総会・研修会

8/20(木)

 ～8/21(金)

※　議会等の日程により変更となる可能性があります。

水戸市

高松市

例月
出納
検査

公有財産調査

学
校
監
査

対象校

定例会・研修会 役員会・表彰審査
会

工事
監査

行政
監査

対象工事及び実施日：未定

テーマ及び実施日：未定

富士見市 定期総会 動画研修

決
算
審
査
等

企業会計

内　容 ４　月 ５　月

一般・特別会計

６　月 ７　月 ３　月

年 間 監 査 計 画 表
８　月 ９　月 １０　月 １１　月 １２　月 １　月 ２　月

貯蔵品実査

定
期
・
行
政
監
査

対象部署
行政委員会等

財務部

財援
監査

会
 
議
 
等

（県西） (県都) 【参考】

対象団体等及び実施日：未定

前期研修会

動画研修

書面会議 動画研修

(県都)

(県都)

定期総会

書面会議

（関東）

秘書室・総務部

危機管理室

(県西)

監査委員・職員
研修会

後期研修会

(県都)

街づくり計画部

経営企画部
教育委員会環境クリーン部

企業会計

決算・資金不足比率事前審査 6/30（火）

決算・資金不足比率審査 7/1 （水）

予備日 7/6 （月）

一般・特別会計

決算・基金運用状況審査 7/8 （水）

〃 7/9 （木）

〃 7/13（月）

〃 7/15（水）

予備日 7/16（木）

一般会計・特別会計

健全化判断比率事前審査 7/30（水）

健全化判断比率審査 〃
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